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対話における談話法的省略

の構造について

松名 隆

On the Structure of Discourse Deletion 

in Question -Answer Pairs 

Takashi MATSUNA 

Abstract 

In English， certain constituents can be deleted when the condition of discourse 

recoverability is met. These discourse deletion phenomena have been broadly in 

vestigated for the past years by Kuno. Assuming that it is not possible to delete a 

constituent which conveys important information while retaining constituents which 

convey less important information， he proposes the Pecking Order of Deletion Prin. 

ciple 

This principle has some problems. First， it is not supported by a certain， more 

general principle which explains why deleted sentences which violate the principle 

become unacceptable. Secondly， it does not explain comprehensively the phenomena 

mentioned above， so it is coupled with another discourse principle， namely the Active 

and Passive Discourse-Rule Violations Principle. Thirdly， There is a discourse 

deletion phenomenon of which Kuno's explanation is hard to accept 

In this paper， therefore， 1 will explain the acceptability of deleted sentences in 

question-answer pairs in terms of引structuralparallelism"， which is based on relative 

degrees of "definiteness" of constituents in these sentences， and seems to be the basis 

for the acceptability of such sentences. 
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1.はじめに

近年において，丈 (sentence) よりもさらに大きな表現単位であるところ

の談話 (discourse)に関する研究がきかんに行われてきつつある。 1)こういっ

た傾向には様々な動機が存在すると思われるが，丈の研究が進むにつれて，

文のレヴ、エルでの説明が困難な事象にもしだいに目が向けられていったこと

も，その一つの動機であると考えられる 2)。

言語は，実際的には必ずある場面の中で表現されるのであり，談話の形式

をとることはごく普通に行われることであるから，こうした面に研究者の関

心が向っていくのも自然な姿であると思われる。

このように，談話のレウ、、エルで考察することを必要とする言語事象の一つ

に「省略J(deletion) という現象がある。もちろん，省略にも丈レヴ、エルで

説明可能なものもあるが，本稿で考察するのは，文レウゃエルでの説明が困難

な省略についてである。

談話レウ、、エルの省略を大きく取り扱っている，この分野での研究の開拓者

が久野である。久野は近年多くの著書・論丈の中で，この省略の問題を取り

上げており，省略現象に関わるいくつかの規則を提案しているが，その中で

も特に重要なものとして， I省略順序の制約jがある 3)。この規則は，談話に

おける省略現象の説明する際に，きわめて説得力をもったものである。そこ

で本稿においては，この「省略順序め制約J(以下，たんに「制約」とよぶこ

とにする)を検討しつつ，この規則が抱える問題点を指摘し，さらに，談話

における省略に関する筆者の独自の見解を述べてみたいと思う。なお，本稿

てやは，談話の中でもとくに対話形式のものを検討していきたいと思う。これ

は，対話という形式において，談話法的省略の構造がきわめて明確に把握で、

きると考えるからである。

2. r省略順序の制約j

談話において，その一部の要素が省略される場合，たとえその省略きれた
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要素が復元可能で、あっても，丈としては不適格となることがある。たとえば，

次の二つの対話を比較してみよう。

(1) Speaker A: Were you still a small boy in 1960 ? 

Speaker B: Yes， 1 was still a small boy o. 
(2) Speaker A: Were you born in 1960 ? 

Speaker B : *Yes， 1 was born o. 

上の二つの対話において， Bの表現には省略が行われている。そして，ど

んな要素が省略きれているかは，先行丈脈であるAの表現との関連で明瞭に

把握できる。ところが (2B)の表現は， (2 A)に対する答えとしては不適

格である。このような事実を説明するために，久野 (1978b)は，次のよう

な規則を提案している。

(3) 省略順序の制約 省略は，より古い(より重要度の低い)インフォー

メイションを表わす要素から，より新しい(より重要な)インフォー

メイションを表わす要素へと順に行なう。即ち，より新しい(より重

要な)インフォーメイションを表わす要素を省略して，より古い(よ

り重要度の低い)インフォーメイションを表わす要素を残すことはで

きない5)。

すなわち， (1 A) においては，still a small boyはより新しい(重要度が

より高い)インフォーメイションを表わす要素で、あり，in 1960は，より古

い(重要度がより低い)インフォーメイションを表わす要素であるゆえに，

(1 B) において，in 1960が省略され，still a small boyが残っているわ

けであるから， (1 B)の省略は適格で、あるということになる。それに対して，

(2A)においては，bornはより古い(より重要度の低い)インフォーメイ

ションを表わす要素であり，in 1960がより新しい(重要度がより高い)イ

ンフォーメイションを表わす要素であるにもかかわらず， (2 B)においては，

in 1960が省略され，bornが残っているために， (2 B) の省略は不適格と

なっているという説明である。さらに久野は， (lB)，(2B)において， Yes 

とその他の要素という聞にも，インフォーメイションの新旧・重要度の違い
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が存在し，Yesは，より新しい(より重要度が高い)インフォーメイション

を表わしその他の要素は，より古い(より重要度が低い)インフォーメイ

ションを表わしており，従って，Yesを残し，他の要素を省略しでも不適格

とはならないとしている的。

このように久野は，丈中の各要素を，それが表わすインフォーメイション

の新旧の度合，重要度という，各要素間の相対的関係において把握し，それ

によって省略された表現の適否を説明しているのである。このようなイン

フォーメイションの相対的把握によってこそ， (1 B)の適格性や (2B)の

不適格性が説明できるのであって，ただ単に新しい(古い)インフォーメイ

ションという把握のみでは説明できないということは言えよう。何故なら，

(lB)， (2B)の Yesを除いた要素は，古いインフォーメイション(すな

わち先行文脈から復元可能)であるにもかかわらず，実際には，ある要素を

省略して場合には丈が不適格となる場合もあるからである。

久野の「制約jの基本的な考え方は以上見てきた通りであるが，この規則

によって，様々な談話法的省略現象のすべてを説明できるわけではない。そ

こで久野は，この規則を補うものとして，次のような原則を提案している。

(4) 談話法規則違反のペナルティー 談話法規則の「意図的」違反に対

しては，そのペナルティーとして，不適格性が生じるが，それの「非

意図的」違反に対しては，ペナルティーがない7)。

このような原則は，例えば次のような対話の適格性を説明するために用い

られている。

(5) A: Can you go there on foot ? 

B : *Yes， 1 can go there o. 
(6) A: Can you go there on foot ? 

B: Yes， 1 can o. 

すなわち， (5 B) においては，より古いインフォーメイションを表す go

thereが残され，より新しいインフォーメイションを表わす onfootが省略き

れているというように， i制約Jの「意図的」違反を含んでいるため， (5 A) 
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に対する答えとしては不適格で、あるということになる。それに対し (6B) 

は，より新しいインフォーメイションを表わす onfootが省略きれ，より古い

インフォーメイションを表わす Iが残っているということで， i制約」に違反

しているが，これは， i英語は，時制を伴った(助)動詞を主語なしで用いる

ことを許きないJという構丈法的制約による「非意図的j違反であるために，

(6 A) に対する答えとしては適格で、あるという説明である 8)。

以上，久野の「制約」及びそれを補足するものとしての「談話法規則違反

のペナルティーJ(以下，たんに「ペナルティー」とよぶことにする)につい

てその概要を見てきたが，次節では，これらの問題点を含めて検討すること

にしたい

3. r制約」の問題点

先ず，久野の主張する「インフォーメイションの新旧・重要度jの根拠に

ついて検討してみよう。前節で見てきたように，久野はインフォーメイショ

ンを相対的関係で把えていこうとしているわけであるが，インフォーメイ

ションの新旧に関しては，次のような把握が前提となっている。

(7) Old (Predictable) Information An element in a sentence re-

presents old， predictable information if it is recoverable from 

preceding context. 

(8) New (Unpredictable) Information An element in a sentence 

represents new， unpredictable information if it is not recoverable 

from preceding discourse 9). 

これは，例えば (1B)， (2 B)における Yesとその他の要素の新旧関係

を示すことはできるが， (1 B)においては仇 1960の省略が許され， (2 B) 

ではそれが許きれないという前節で簡単に触れた事実を説明することができ

ない。そこで久野は，相対的なインフォーメーションの新旧という考え方を

導入するわけであるが，これは次のような「焦点Jゆcus)把握との関連で提

案されている。
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(9) Focus: That element in a sentence which represents the newest 

information is the focus of the sentencelO
). 

すなわち， (1 A) においては，still a small boyが焦点であり， (2 A) 

においては仇 1960が焦点である。したがって，この焦点との関連において，

(1 A)の仇 1960や (2A)の bornがより古いインフォーメイションを

表わす要素と考えられているわけである。しかし， (1 A)の stilla small 

boy， (2A)の in1960がそれぞれその文の焦点であることは認めるとして

も，それらと比較して，なぜ (1A) の仇 1960や (2A) の bornがより

古いインフォーメイションを表わすことになるのか，その根拠が明らかでは

ないように思われる。もっとも， (2 A)の bornの場合には，相手が生まれ

ていることは明らかであるから，これはより古いインフォーメイションを表

わすとも考えられるが， (1 A)の的 1960の場合は， (1 A)が先行文脈を

想定しなくても成立しうる文であるから，何故より古いインフォーメイショ

ンを表わすことになるのかが依然として明らかではない。インフォーメイ

ションの新旧の根拠が，先行丈脈による予測(不)可能性に依拠している以

上，その新旧の相対的把握においても，この原則が貫かれなければならない

にもかかわらず，その点の説明がなきれていないということである。

次に， ["インフォーメイションの重要度jについて検討してみよう。イン

フォーメイションの新旧と同様に，ここにおいても，その相対的把握という

観点が貫かれている。さらに，その相対的把握の根拠は，焦点との関連で把

えられている。例えば次のような対話について見てみよう。

(10) A: Did you buy this watch in Switzerland ? 

B : *Yes， 1 bought it o. 
この対話に関して久野は，in Switzerland ，土(10)Aの焦点であるから，これ

は，this watchあるいは buythis watchよりも重要なインフォーメイション

を表わしていると述べている 1九つまり，インフォーメイションの相対的重要

度の尺度として，焦点の把握が前提となっているのである。こうして， (10)B 

の不適格は，より重要なインフォーメイションを表わす inSwitzerlaηdが省
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略されて，より重要で、はないインフォーメイションを表わす bo叫'ghtitが残

されていることに起因すると説明されている。

このように，文中の焦点となる要素と，それが表わすインフォーメイショ

ンの相対的重要度とを関連させて説明する把えかたは，インフォーメイショ

ンの相対的新旧と関連づけて説明する把えかたよりも，より納得できるもの

のように思われる。これは，久野が最近のいくつかの論文において， I制約J

をインフォーメイションの相対的新旧との関連で説明する把えかたを修正し

ていることからも明らかである。彼は，例えば次のように述べている。

似) The crucial factor that determines the order of deletion is that of 

"more importantjless important and not"newerjolder"'2). 

久野のこのような「制約j修正の理由は，インフォーメイションの相対的

新旧によって説明できないような対話の存在を確認したためである。すなわ

ち，対話の流れによっては，より古いインフォーメイションを表わす要素が

その丈の焦点となることもあり，その場合，より新しいインフォーメイショ

ンを表わす要素であっても，それが焦点ではないならば，これを省略して，

焦点であるより古いインフォーメイションを残しても，文としては適格とな

るという事実が存在するということである問。こうして「制約」は，インフォー

メイションの相対的重要度という観点から専ら説明されるに至るのである。

こうして見てくると，焦点に関して，インフォーメイションの新旧と関連さ

せて把えた(9)のような規定も見直きざるを得なくなると思われる。イン

フォーメイションの新旧とは，すでに見てきたように，本来先行文脈からの

復元(不)可能性に立脚した把えかたであり，これが必ずしも文中の焦点と

なるべき要素と一義的に対応しているものではないことが，久野自身によっ

ても明らかにされているからである。これに対して，インフォーメイション

の重要度と焦点とを一義的に対応させる把えかたは，より説得力があるよう

に思われる。なぜなら，丈中の焦点となるべき要素は，その文中でもっとも

重要なインフォーメイションを表わす要素であると考えられるからであ

るべ問題は，文中の各要素を，それが表わすインフォーメイションの相対的
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重要度において把える場合，その根拠に関してである。このことについて次

に考察してみよう。

久野は，次のような対話を例にあげて，丈中の各要素の表わすインフォー

メイションの相対的重要度を把握している 15)。

。2) A: Is it possible to go there on foot ? 

B: a. Yes， it is possible to go there on foot 

b. *Yes， it is possible to go there o. 
c. Yes， it is possible o o. 
d . *Yes， on foot， (but the train is more convenient). 

e. Yes， possible (but not very wise). 

久野は先ず， (12)Bbが不適格で、あり， (12)Bcが適格で、あるという事実から，on 

footの方がgothereよりも重要度がより高いという結論が得られ，さらに，

(12)Bdが不適格で、あるという事実から，onfootよりも省略された ρossめたの

方が重要度がより高いという結論が得られるとしている。この対話例は，相

対的重要度という概念を導入することの必要性を説明するために取り上げら

れているのだが，その相対的重要度の根拠が，表現された結果から逆に説明

きれていることがわかる。すなわち，あらかじめ確定された，インフォーメ

イションの相対的重要度を根拠として，文の適格，不適格が説明されている

のではないということである。これは，久野の次のような対話の説明にも見

られることである 16)。

。3) A: Did you buy this watch in Switzerland ? 

B: Yes， 1 did. 

この対話に関して久野は， Bの答えは， "Yes， in Switzerland，"でも適格で、

あり，この事実から，didとinSwitzerlandは，インフォーメイションの重

要度は同じであるとしている。この場合も，重要度の根拠が表現された結果

から説明きれていることがわかる。

このように，文中の焦点とインフォーメイションの相対的重要度を関連き

せて説明しようという方法は納得できるとしても，その根拠に関する説明が
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不十分であると思われる。

次に，今まで考察してきた点よりもきらに基本的な問題に関して述べてい

きたい。先ず，久野の「制約jを一応認めるとして，なぜこのような規則に

違反すると，文が不適格となるのかといっ問題である。すなわち，より重要

度の高いインフォーメイションを省略し，より重要度の低いインフォーメイ

ションを残した場合には，どうしてその丈が不適格となるのかということで

ある。このような疑問に対しては，どのような規則にせよ，それによって当

該言語事象が説明できれば，その限りで問題はないではないか， という考え

方もあろう。しかし，久野の「制約jの場合には，この規則によってすべて

の当該省略現象が説明できるわけではない。前節の(6)の例のように，一見「制

約」に違反しているような省略であっても， (4)の「ペナルティー」によって，

その省略が「非意図的」違反であれば，その丈は不適格とはならないと説明

きれるのである。確かに，このような補足的な規則を設定すれば，当該省略

現象に対しでかなり有効な説明が可能となろう。だが，このような補足的な

規則を必要とするということは， I制約」が当該省略現象に対する部分的説明

の段階に止まっていることを意味するのである。もっとも，部分的説明であっ

ても，それが部分的なものであることを白覚している限りは，誤ってはいな

い。しかし， (6)のような例をも含めて，より広い範囲に及ぶ包括的な説明が

できなければ，その説明はいまだ不十分なものと言わざるを得ないのである。

はじめの問題提起に戻れば，なぜ「制約」に違反すれば，当該省略丈は不適

格となるのか，その根拠はどこにあるのか，きらに，なせ、「非意図的」違反

であれば，当該省略丈は不適格とはならないのか，その根拠は何か， という

疑問に包括的に答えられないならば，その省略に対する説明は，いまだ当該

省略現象の構造に分け入っていない段階にあると言えよう。久野の説明がこ

のような段階にあるということは，彼の「制約」及び「ペナルティーjによっ

ては説明が困難な省略現象の存在を予想、させるものであるが，彼はこのよう

な省略現象にも取り組んでいるので，次にこれを検討してみたい。

久野は，旅行したヨーロッパの各都市では何処に宿泊したのかということ
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を話題にしている次のような対話における省略について，説明を試みている。

(14) A(l): Y ou stayed out in Paris， right? Did you stay in a hotel 

there? 

B(1): Yes， 1 stayed in a hotel o. 
A(2): Did you stay in a hotel in London ? 

B(2): a. Yes， 1 stayed in a hotel in London， too. 

b. Yes， in London， to017). 

きて， A(2)の聞いの焦点は，(stay) in a hotelであり ，in Londonではな

いことは理解できょう。すなわち， I制約jの観点から見れば， (stay) in a hotel 

は，より重要度の高いインフォーメイションを表わしており，それに対して

in Londonは，より重要度の低いインフォーメイションを表わしているとい

うことである。ところがこのA(2)の聞いに対して， B (2 a)はもちろん適格

な答えであるが， B (2 b)も答えとして適格なのである。したがってこの例

は，久野の「制約」に対する反例であるように見える。そこで久野は，さら

に説明を続けていく 18)。すなわち， B (2 b)においては，話し手は，焦点を

(s防 )in a hotelから仇 Londonに移行きせたのであって，そうであれば，

これは不適格とはならないのだという説明である。果してそうであろうか。

もしも，久野が述べているように， IW訪問先の都市の夫々で，どういう宿泊

設備を利用したか』という質問・解答パターンでスタートしたA.B聞の会

話が， (B (2 b)で…引用者) Wどの都市でホテルに泊まったか』という会話

に，すげかえられている。y9)とすれば，質問に対する解答の丈は不適格とな

るはずで、ある。なぜなら，そのような解答では，質問に対する適切な答えと

はならないからである。例えば，もしも B(2 b)の適格性に対する久野の説

明が正しいとすれば，次のような対話のBの答えも適格となるはずで、ある。

(Aの焦点は(stay)in a hotelにあると仮定する。)

(15) A: Did you stay in a hotel in London ? 

B: a. *Yes， (it is) in London (that 1 stayed in a hotel). 

b.キN0， (it is) not in London (that 1 stayed in a hotel). 

ところが実際には， Baの答えは不適格で、ある。 Baにおいては， Aと異な
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り焦点が inLondonに移行しているのにもかかわらずである。また Bbの場

合，久野の説明に従えば20)，in Londonが残っているのは，そこに会話の焦

点が移行したからであって，その場合 Bbは適格となるはずである。ところが

実際には， Baと同様に，焦点が移行すれば丈は不適格となっている。ではど

うして，久野は仙のB(2 b)の適格性を，焦点の移行という観点から説明し

ようとするのであろうか。

久野は， I話し手は，会話の焦点転移のため，故意に『省略順序の制約』を

破ることができる。」と述べている 21)0 I制約」に違反すれば，ある特別の条件

(例えば「ペナルティー」のようなもの)を設定しない限りは，その丈は不

適格とならなければならない。そこで久野は， I焦点転移Jによってこの違反

の正当性を説明しようとしたのだと思われる。ところが実際には，焦点が転

移すれば，その当該省略丈は不適格となることは，いま検討した通りである。

すなわち，仙のB(2 b)のような省略文の適格性は， I焦点転移Jの観点から

は説明できないということである。

以上，久野の提案する「制約」に関する様々な問題点について検討してき

た。ここから明らかなように， I制約jは，当該省略現象を包括的に説明する

ものではないこと，きらに，これによっては説明することが困難な省略現象

が存在するということである。そこで次節からは，久野が問題提起した省略

現象に対する筆者の見解を述べてみたいと思う。

4.談話法的省略における「構造的相似性J(その 1) 

先ず，対話を成立させている基本的な条件とは何かについて考えるために，

次の対話を検討してみよう。

(16) A: Did you go there on foot ? 

B: a. Yes， 1 went there on foot. 

b. *Yes， 1 went there o. 

この対話において， Aは「そこへ行ったのは歩いてなのか，そうではない

のか」を問うているとすると， Baの答えは， Iそこへ歩いて行った」と答え
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ているので， Aの聞いに対しては適格な答えとなっている。それでは Bbの答

えはどうであろうか。これは， Aに対する答えとしては不適格である。なぜ

なら， Aが問うているのは， I歩いて千子ったのか、歩いてではないのか」であ

るのに， Bbはそれに対して， Iはい，そこへ行きました」というように， Iそ

こへ千子ったか，行かなかったかjを答えているからである。この Bbの答えを

聞いたAは，相手が自分の聞いには答えていないと感ずるはずである。これ

はどういうことを意味するであろうか。それは，対話を成立させるためには，

問う者が要求している解答を，答える者が適格に与えねばならないという至

極当然の原則である。この原則が破られた場合，すなわち聞いに対して答え

が適格で、はない場合には，問う者は，その解答に納得しないであろう。そこ

でこの原則に関して，さらに対話の構造に分け入った検討を加えてみよう。

次の対話を参!照されたい。

(1の A:Did you buy a watch in Switzerland ? 

B: Yes， 1 bought one o 
(18) A: Did you buy this watch in Switzerland ? 

B: *Yes， 1 bought it o. 

(17)Aは， Iスイスで時計を買ったのか，買わなかったのかjを問うているの

であり，それに対して(18)Aは， Iこの時計を買ったのは，スイスでなのか，そ

こではないのか」を問うているものとしよう。この場合，両者は表面的には

同じように見えながら，その認識の論理構造は互いに異なっていると思われ

る。そこで次に，両者の構造の違いについて検討してみよう。

先ず(17)Aにおいては，この文の主語である youに関する問いであることは

理解できょう。さらに，この youに関する間いであることを前提として，そ

のyouの Switzerlandにおける出来事を問うているものであることがわか

る。そしてさらに，これらの認識を前提として，buy a watchという認識に

関して，それを肯定するか又は否定するかが問われていると理解できょう。

すなわちこの丈においては 直接に判断につながっている認識は buy a 

watchであり，この判断についての肯定・否定が要求されているということで
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ある。このように見てくると，次のように言うことができょう。すなわち，

in Switzerland は，1を前提とした，その大わくの中における，それによっ

て限定された認識を表わし，さらに，buy a watchは，in Switzerlandを前

提とした，その大わくの中における，それによって限定きれた認識を表わす

ということである。したがって，これらyou，in Switzerland， buy a watch 

三者の関係を別の言い方で表現すれば次のようになろう。 youは仇 Switzer-

landに対してより非限定的 (lessd，ゆ:nite)な認識を表わし，逆に言えば，

後者は前者に対してより限定的 (moredefinite)な認識を表わしていると言

える。次に inSωitzerlandは buya watchに対してより非限定的な認識を表

わし，逆に，後者は前者に対してより限定的な認識を表わしていると言える。

さらに，この丈の判断の認識を表わす Didであるが，この認識と直接結ぴつ

いているのが，buy a watchであることは，いま見てきた通りである。この

「判断の認識と直接結ぴついている」という意味は，他の認識が判断の認識

(以下，たんに「判断」とする)と無関係で内あるということではなしそれ

らの認識を前提として，それらの大わくの中で，判断の直接の対象となって

いるということであり，他の認識は，判断と媒介的に関わっているのである。

すなわち，buy a watchという認識は，その前提たる youとinSwitzerland 

という認識の大わくの中におけるものであって，その意味では，判断はこれ

らの認識全体を対象としていることはもちろんである。きて，以上の考察か

ら， (17 A)の各要素の認識論的な関係(以下，たんに「関係jとする)を図

示すると次のようになろう 22)。

(19) less definite 

l 
more definite 

M

h
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c
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-
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町
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'
b
 

・1

did 

次に(18)Aの丈を検討してみよう。ここでは先ず，主語youに関する問いか

けであることは理解できょう。そしてこの youの buythis watchという行為

に関連して聞いを発していることがわかる。そしてさらに，これらの認識を
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前提として，これらが inSwitzerlandという場所的規定と思びっくか否かに

関して，それを肯定するか否定するかが問われていることが理解できょう。

すなわちこの丈においては，直接判断に結ぴついている認識は仇 Switzer-

landであり，この判断についての肯定・否定が問われているということであ

る。したがって， (17 A) の分析に倣って，これら，you， buy thisωatch， 

in Switzerlandの関係を表現すれば，次のようになろう。すなわち youは buy

this watchに対してより非限定的な認識を表わし，逆に言えば後者は前者に

対してより限定的な認識を表わしていると言える。次に buythis watchは，

in Switzerlandに対してより非限定的な認識を表わし，逆に後者は前者に対

してより限定的な認識を表わしていると言える。さらに，この丈の判断を表

わす Didと直接結び、ついているのは，in Switzerlandである。これは， (18 A) 

が次のようにパラフレーズできることからも理解できょう。

。0) Is it in Switzerland that you bought this watch ? 

側においては，in Switzerlandが，15によって表わされる判断の直接の対

象となっていることがより明瞭に理解できょう。きて以上の考察から， (18 

A)の各要素の関係を図示すると次のようになろう m。

。1) less definite you 

1 buy thいch

more definite in Switzerland 

did 

以上の検討から， (19)と(21)の構造の相違が示すごとく， (17) A と(18)A 

の各要素の関係は互いに異なっていることが明らかとなった。そこで次に，

これらの聞いに対する答えの丈の認識論的な検討をしてみよう。

先ず日7)Bであるが，これは(1のAの聞いに対して肯定の答えをしている。そ

れは，Yesという表現で明らかであるが，問題は，1 bought 0ηefJの論理構

造である。そこで， (17)A， (18)Aの論理構造の検討に倣って述べれば，次のよ

うになろう。先ずこの丈は，主語Iに関しての答えの丈であることが理解で

きる。次に， oの部分は，先行丈脈(17)Aとの関連で，この省略された部分が，

46 



対話における談話法的省略の構造について

Iの認識を前提とした場所的認識である inSwitzerlandであることがわか

る。さらに，これらの認識を前提すなわち大わくとして，bought one (= a 

watch)という認識を直接の対象にした肯定の判断がなされていることが理

解できる 23)。したがって，これらの要素の関係を図示すると次のようになろ

フ。

。2) less definite 

o (= in Switzerland) 

more definite bought one (= a watch) 
一一一一十一一一一

9 

これと， (19)とを比較してみると，そこに構造的相似性が存在することがわ

かる。すなわち，丈中の各要素の，より非限定的からより限定的へとむかう

認識の論理的関係及び判断との結びつきにおいて， (17)Bは(17)Aに構造的に相

似しているということである。そしてこのような相似性があるからこそ， (17) 

Aの間いに対して， (17)Bの答えが適格で、あるという印象を与えるのであると

思われる。それでは(18)Bの場合はどうであろうか。

(18)Bが(18)Aの聞いに対して肯定の答えをしていることは， Yesという表現

から理解できる。そこでさらに，1 bought it o.の論理構造について検討し

てみよう。先ずこの丈は，主語Iに関しての答えの文であることはわかる。次

に師の部分は， (18)Aとの関連から，in Switzerlandが省略されていることは理

解できる。ところが，ここで注目しなければならないのは，in Switzerlandが

省略されて，bought itが残っている場合には，この丈の判断の直接対象は

bought itときれてしまうということである。すなわち， (18)Aとは異なり ，in 

Switzerlandが判断の直接対象とは認識されないのである。 (18)Aにおいては，

bought this watchとinSwitzerlandとの関係は，前者がより非限定的な認

識を表わす要素であり，後者は，より限定的な認識を表わす要素であった(以

下， I…的な認識を表わす要素jは，たんに「…的な要素」とする)。そして

(18)Bにおいては，より限定的な認識を表わす inSwitzerlandが省略きれ，非

限定的な認識を表わす boughtitが残っている。さてこの場合， (18)Bにおいて
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は，(18)Aと同様に，bought itは省略された inSwitzerlandに対してより非

限定的な認識を表わしていると言えるであろう。これまで検討してきたよう

に，文中における判断は，その丈の中でもっとも限定的な要素をその直接の

対象としていると考えられる。すなわち，より非限定的な認識を前提として，

その大わくの中でのもっとも限定的な認識が判断の直接の対象となっている

ということである。したがって， (18)Bにおいては，bo筏'fJhtitが直接の判断対

象になっていると把握できるということは，論理的に言って，この要素が丈

の中でもっとも限定的な認識を表わしているということになる。では省略さ

れた inSwitzerlandは，丈の中でどのように位置づけられるべきであろう

か。 (18)Bのりが inSwitzerlandであることは，先行丈脈(18)Aから読みとること

ができる。ところが(18)Bにおいては，これが表現されていない場合には，判

断と直接結び、ついている boughtitに対して，より非限定的な要素となると

考えられる。すなわち(18)Bは，in Switzerlandという場所的認識を前提とし

て，その大わくの中で，bought itという行為が行われたという内容をもっと

考えられる。したがって， (18)Aと(18)Bを日本語にパラフレーズすると， iこの

時計はスイスで買ったのですか」という聞いに対して「はい， (スイスでは)

それを買ったのです。」と答えていることになる。さて以上の検討から(18)Bの

各要素の関係を図示すると次のようになろう。

(23) less definite 1 

l ト (二山i凶 a

mo町redefinite bought i社t(二thiswatch) 
一一一一→一一一一一

9 

これと(21)の図とを比較されたい。ここからわかるように， (21)の構造に対し

て，仰の構造が相似していないのである。そして，このように両者の論理構

造が相似していないゆえに， (18)Aの間いに対して， (18)Bの答えが不適格なも

のとなっていると考えられる。したがって，これらを， (17)Aに対する(17)Bの

適格性の構造的理由と合わせて考えると，対話を正しく成立きせるためには，

両者の認識の論理的な意味での構造的相似性如何が決定的な意味をもってく
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ることが理解できるであろう。そしてとりわけ重要なのは，丈中のどの要素

が判断と直接結びついているかが，丈全体の論理構造を左右するということ

で、ある。

きて，以上の考察及び分析手法を用いて，これからいくつかの対話例を取

り上げて，その省略の論理構造を検討してみよう。

次の二つの対話を参照きれたい0

(24) A: Were you robbed in New York ? 

B: a. Yes， 1 was robbed o 
b. *Yes， o in New York. 

(25) A: Were you robbed in New eork ? 

B: a. Yes， o in New York. 

b. *Yes， 1 was robbed o. 

きて， (24)Aと同Aは表面的には同じ内容の聞いに見える。ところが，この

同じ形式の文は二通りの解釈が可能なのである。すなわち， (24)Aは， Iニュー

ヨークでは強盗にあったのか，あわなかったのか」を問うているのであり，

一方(25)Aは， I強盗にあったのはニューヨークでなのか，ニューヨークででは

ないのか」を問うているのである。そうすると，似)Aと(25)Aは，その丈中の

各要素聞の関係が互いに異っていると考えられる。そこで先に試みた分析手

法により， (24)Aと(25)Aの各要素の関係を図示すると、次のようになろう 0

(26) less definite you 

。7)

J 日 e十York

more definite robbed 

less definite 

more definite 

一一ト-
were 

y?u 

robbed 

in Ne，↓ York 

were 

このように，凶Aにおける判断の直接の対象は robbedであり，一方岡Aに
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おけるそれは，in New Yorkであることがわかる。そしてそれに応じて，

robbedとinNew Yorkとの関係が，似)Aと闘Aとでは逆になっているので

ある。これで両者の論理構造の相違は明白であろう。次に，これらの聞いに

対する答えである凶B及ぴ岡Bのa，bそれぞれにおける各要素の関係は，

順に，次の側a，b及び(扮a，bのようになろう。

(28) a. less definite I 

9 (=in New York) 

more definite robbed 
一一寸一一一

was 

b. less definite (=1) 

(二robbed)

more definite in N ew Y or k 

9 

。。 a. less definite ( =1) 

(=robbed) 

more definite in New York 

b. less definite 

9 (二inNew York) 

more definite robbed 

一一←-was 

きて，側と(28)aとを比較すると，両者の構造が相似していることがわかる。

そしてこれゆえに， (24)Aの聞いに対する(24)Baの答えが適格となっていると考

えられる。一方，聞と側bを比較すると，両者の構造が相似していないこと

がわかる。すなをち，robbedとinN仰 Yorkの関係が逆になっているので
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ある。側においては，判断の直接の対象は robbedであり，それに対して側b

においては，それが inNew Yorkとなっている。このように， (18)の対話を

検討したときと同様に， (24)の対話においても，間いにおけるより限定的な要

素が省略され，それよりもより非限定的な要素が残っている場合には，その

より非限定的な要素が判断と直接結びつき，その結果，これがもっとも限定

的な要素となり，それに対応して，先行文脈においてはより限定的な要素で

あったものが，答えにおいてはより非限定的な要素として把握されているこ

とがわかる。このような， (24)Aから凶Bbへの論理構造の変化を日本語にパラ

ルレーズすると，凶Aの「ニューヨークでは強盗にあいましたかj という聞

いに対して，側Bbでは「はい， (強盗にあったのは)ニューヨークですjと

答えているということである。このように，聞と(28)bは，構造的に相似してい

ないために，聞いに対する答えとしては不適格となっていると考えられる。

次に，聞と仰について検討してみよう。先ず(27)と側aを比較してみると，

両者の構造が相似していることがわかる。したがって，闘Aの聞いに対して

(25)Baの答えが適格で、あるのは，このような構造的相似によるものと考えら

れる。一方， (2りと倒bは，前者における判断の直接対象が inNew Yorkで

あるのに対して，後者におけるそれは，robbedであるというように，構造的

に相似していないことが，倒Aの聞いに対して岡Bbの答えが不適格となっ

ている根拠を示すものであると考えられる。

ここで，これまで検討してきたことを，久野の「制約j との比較において

考察してみよう。「制約jは，より重要なインフォーメイションを表わす要素

を省略して，より重要で、ないインフォーメイションを表わす要素を残した場

合には，当該省略丈は不適格となるとしているが，前節において検討したよ

うに，なぜそうした場合に丈が不適格となるのかは説明されていない。さら

に，この「制約jによっては説明できない省略現象に関しては， Iペナルティーj

によって説明するのである。それに対して私のこれまでの分析においては，

文中の各要素を，より非限定的な要素からより限定的な要素へと相対的な区

別において把握し，それらと判断との結ぴっき如何を含めた，先行文脈との
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構造的相似性如何を，当該省略文の適格・不適格の根拠としているというこ

とである。このように私の分析手法は，久野のそれよりも一歩踏み込んだも

のと考えてよいであろう。ところでこれまでは，より限定的な要素が省略さ

れ，より非限定的な要素が残っている場合，判断の直接の対象がこのより非

限定的な要素となり，その結果構造的に相似しなくなり，当該省略丈は不適

格となるという対話例を検討してきた。 だが，より限定的な要素が残ってい

ても，当該省略丈が適格で、ある場合もある。それを次節で検討してみよう。

5.談話法的省略における「構造的相似性J(その 2) 

次の対話を参照されたい。

(30) A: Did you buy this watch in Switzerland ? 

B: Yes， 1 did. 

このAの聞いに対する Bの答えは，ごく普通に見られるものである。久野

はこのBの答えについて，これは「制約Jに違反している(つまり，より重

要である仇 Switzerlandが省略されて，より重要で、ない Iが残きれている)

が， Iペナルティーjの原則により，適格で、あると説明している。すなわち，

英語においては「時制を伴った(助)動詞は，表層においてその主語を欠く

ことができない」という構文法的制約があるために，in Switzerlandを省略

し，1を残したのは「非意図的」違反であるので， Bの答えは不適格とはなら

ないという説明である則。確かに，このような構丈法的制約に違反すると

(Yes， fJ did.)構文法的には不適格となる。だがこれは，なぜIが省略され

ると丈が不適格となるのかは説明していても，なぜIが残っても， Aに対す

る答えとして適格であるのかは説明していない。そこで次に，これまでの私

の分析手法にしたがって， (30)の対話を検討してみよう。

先ず側Aの間いにおける各要素聞の関係は， (21)を参照されたい。次に側B

であるが，1に強勢が置かれず普通に発音きれる場合は，1というより(もっ

とも)非限定的な認識を前提として，その大わくの中でのある判断がなされ

ていると把えることができる。すなわち，より限定的な要素である buythis 
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watchあるいは inSwitzerlandが省略きれていても，1が判断と直接には結

びつけられないのである。そして先行丈脈により，判断の認識 didに直接結

びついている要素は，in Switzerlandであると把握される。したがって(30)b 

の各要素聞の関係は次のようになろう。

。1) less definite 1 

11(二 buyth…州

more definite o (ニinSwitzerland) 
一一十一一

did 

これと伽)を比較すると，両者の構造が相似していることがわかる。そして

これゆえに，側Aの聞いに対して側Bの答えが適格となっていると考えられ

る。

きらに別の対話例を検討してみよう。次の対話を参照きれたい。

倒 A:Were you still a small boy in 1960 ? 

B: a. Yes， 1 was still a small boy o. 
b. Yes， 1 was o in 1960. 

Bの答えを見るとわかるように， aとbでは省略されている要素が異なっ

ているにもかかわらず，両者とも適格な答えとなっている。久野はこの事実

に対してはほ、次のような説明をしている。すなわち，in1960が stilla small 

boyに対してより古い(より重要度が低い)インブォーメイションを表わして

いるとすれば， Bbは「制約」違反により不適格となるはずである。しかし Bb

の場合は，in 1960が「対比的Jに用いられていて，そうであれば，これもstill

a small boyと同様に新しい(重要な)インフォーメイションを表わす。「制

約jは，インフォーメイションの新旧・重要度が同じ二要素のうち片方を省

略することを禁止しないので，したがって， Bbのように stilla small boyが

省略され，in 1960が残っても「制約j違反ではないという説明である 25)。久

野のこの説明は，二つの問題を含んでいる。第一に，in 1960が「士杜凶ヲ」

に用いられた場合は，still a small boyと新旧・重要度がなぜ同じになるの

か，その根拠が明らかではないということである。第二に，新旧・重要度が
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同じであれば，なぜ片方が省略きれでも当該省略文は適格となるのかが説明

されていないということである。それでは，闘の対話の構造について検討し

てみよう。

倒Aは 11960年にはまだ子供だったのか子供ではなかったのか」を問うて

いるとすると，still a small boyがもっとも限定的な要素であり，これが判

断と直接結びついていると考えられる。したがって各要素聞の関係は次のよ

うになろう。
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次に(32)Baであるが，各要素聞の関係は次のようになろう。

(34) less definite 1 

↓ 1 (二日制

more definite still a small boy 

was 

このように，闘と(34)は構造的に相似しているゆえに，似)Aの聞いに対する

(32)Baの答えが適格となっていると考えられる。

次に， (32)Bbであるが，ここでは， (32)Aにおいて判断に直接結びついていた

still a small boyが省略されているにもかかわらず，残された in1960が判

断に直接結びついているとは把握きれない。すなわち，in 1960という時間

的規定を前提とした，その大わくの中である肯定判断がなされていると，was

という肯定判断の要素が残っているゆえに，把えられるのである。そして先

行文脈との関係から，still a small boyが，これは省略されてはいるが判断

と直接結びつく要素であることがわかる。さらに仇 1960は，still a small 

boyよりも非限定的な要素であるが，それと同時に，対比的な認識を表わす要

素ともなっている。すなわち，still a small boyに対しては，その前提とし

てより非限定的な認識を表わし，同時に，他の年代との対比的認識をも表わ
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しているということである。そこで，倒Bbの各要素聞の関係を図示すると次

のようになろう 26)。

(35) less definite 

in 1960 +-> ( 

more definite ----L-(ニstilla small bo刊

was 

これと仰とを比較すると，闘では in1960の認識に対比的認識が重なって

いるが，構造的には相似していることがわかる。そしてこのことが， (32)Aの

聞いに対して， (32)Bbの答えが適格となっている根拠であると考えられる。

次に，前々節の最後で検討した，久野が「焦点転移」によって説明してい

る省略現象について検討してみたい。先ず対話を参照されたい。

(36) A(l): Is it possible to go to the museum on foot ? 

B(l): Yes， it's possible. 

A(2): Is it possible to go to the aquarium on foot ? 

B(2): Yes， it's possible. 

A(3): Is it possible to go to the stadium on foot ? 

B(3): a. N 0， it's not possible. 

b. No. not to the stadium. 

この対話は， Aが「歩いて美術館(水族館，球場)へ歩いて行くことがで

きるのかできないのか」を問い，それに対してBが答えるという流れになっ

ている。したがって久野の考え方によれば， ρossめんと to the museum 

(aquarium， stadium)を比較すると，前者がより重要なインフォーメイション

を表わし，後者がより重要で、ないインフォーメイションを表わしており，そ

こから， B(l)， B(2)， B (3 a)の適格性は説明できる。ところがB(3 b)の

答えでは，より重要なインフォーメイションを表わすρossめたが省略され，よ

り重要でないインフォーメイションを表わす tothe stadiumが残っているわ

けであるから，これは「制約j違反である。しかし答えとしては適格で、ある

ということで，久野はこの事実を「焦点転移Jによって説明しているのであ

る27)。この説明に対する批判は前々節でも述べたが，さらに詳しく検討してみ
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ょう。

先ず基本的に言えることは， I焦点転移」による適格性の説明は，久野のこ

れまでの省略丈に対する不適格性の説明と矛盾するということである。例え

ば次の対話を参照されたい。

。1) A: Were you born is Tokyo ? 

B : *Yes， 1 was born o. 
久野の「制約」による説明では， Aの聞いにおける bornよりもより重要な

インフォーメイションを表わす inTokyoが， Bの答えでは省略され，さらに

bornが残っているために， I制約j違反となり Bは不適格となるということで

ある 28)。ところでBの答えを見ると，この省略丈の焦点が， Aの inTokyoか

らbornへと「転移」していることがわかる。すなわち， I生まれたのは東京

でなのか東京でではないのか」という聞いが I(東京では)生まれた」という

ように，問いとは焦点の異なる答えに変化しているのである。したがって，

「焦点転移jによって省略丈の適格性と不適格性を同時に説明することは矛

盾していると思える。

次に，倒B(3 b)において，はたして焦点が移っているのかどうかを検討

してみよう。先ずこの省略丈は，次の二通りに解釈できると思われる。

(38) No， it is not to the stadium that it isρossible to go on loot. 
(39) No， it isρossible to go to the stadium on loot. 

(38)の解釈は，焦点である tothe stadiumとそれに対する否定辞 notに加え

てその他の省略された要素を補ったものであり， (39)の解釈は， ηotをいわゆる

‘negative pro.form for predicate'29)と把えて，省略きれた要素を補ったもの

である。そうすると(38)は「歩いて行くことができるのは球場へで、はない」と

いう内容になり，一方側は「球場へは歩いて行くことができない」という内

容になる。したがって，附A(3)の聞いに照らし合わせて考えてみると，この

間いに対する適格な答えとなっているのは， (39)の方であるはずだ。そうする

と，焦点は移っていないことになる。つまり， (36)B (3 b)においては，焦点

である要素が省略きれて，そうではない要素が残きれているということにな
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る。久野は，次のような対話における省略についても「焦点転移」によって

説明している。

位。 A:Have you read this book ? 

B: N 0， not that book， but 1 have read a spy story by the same 

author. 

久野は，この対話の焦点がAの havereadから Bの thatbookへと移行し

ているとしているが， Bの前半部分は， (36)B (3 b)と同様に次の二通りに解

釈できる。

付1) N 0， It's not that book that 1 have read. 

(42) N 0， 1 haven't read that book. 

そして，側Aの開いに対して適格な答えとなっているのは， (42)の方である

はずだ。何故なら，仰の解釈では， Aの間いの焦点に対応して答えられてい

るからである。すなわち「焦点転移jは起っていないということである。こ

のように，側B(3 b)や側Bのような省略に対しては， ["焦点転移jによって

説明することは困難で、あることが明らかとなった。久野は， ["市IJ約」における

相対的重要度の根拠を，当該要素が焦点であるか否かに関わらせている(つ

まり，焦点がもっとも重要なインフォーメイションを表わす要素であるとし

ている)ために，聞いにおける焦点の要素が省略されて，より重要で、ない要

素が残された場合に，その残された要素を焦点と解釈してしまったと思われ

る。そこで次に，私の分析手法によって，問題の丈の適格性を説明してみた

し、。

先ず倒A(3)の各要素の関係は次のようになると，思われる。

more definite 
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次に， (36) B (3 a)は，もっとも限定的な認識を表わすρossめたが残ってお
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り，これが判断と直接結び、ついていると把握される。さらに先行文脈との関

係から， ρossibleの前提となっている。省略されたより非限定的な認識を表わ

す要素がわかる。したがって，これらの関係は次のようになろう。

同 lessdefinite r 9 (二go)

it ~ o (二tothe stadium) 

l o (=on foot) 

more definite possible 
一一一十一一一

IS 

きて， (43)と凶を比較してみると，両者は構造的に相似しており，これが(36)

A(3)の聞いに対する(36)B(3 a)の答えの適格性の根拠であると考えられる。

次に(36)B(3 b)においては，より非限定的な要素である tothe stadiumが

残っている。ところで，先の検討からも明らかなように，これが判断と直接

結びっく (すなわち例の解釈)と把えると，聞いに対する答えとしては不適

格となる。したがって，この省略が適格で、あるということは，to the stadium 

がより非限定的な要素であり，これを前提としたある判断がなされていると

把えられる。さらに notという否定判断の認識が表現きれていることによ

り，先行文脈における判断が否定されたと把握きれ，さらにその判断に結び

っく要素を把えることができると思われる。また，to the stadiumは，より

非限定的な要素であると同時に，他の歩いて行ける場所に対する対比的認識

をも表わしていると把握できる。以上のことから，同B(3 b)の各要素の関

係を図示すると次のようになろう。

位。 lessdefinite ( o (ニgo)

o (= it) { to the stadium <-> ( ) 

l o (=on foot) 

more definite 9 (ニpossible)
一一ート--

m ( =is) 

not 

それを帥)と比較すると，闘においては，to the stadiumに対比的認識が重
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ねられ， notという否定判断の要素が加えられているが，両者の構造は相似し

ていることがわかる。そしてそれが， (36)A(3)の聞いに対する(36)B(3 b)の答

えの適格性の根拠となっていると思われる。

以上，対話における談話法的省略の適格性如何色各要素の相対的限定性

把握を基礎とした「構造的相似性j という概念によって説明してきたが，こ

れまでは，省略きれていても，残された要素によって，先行文脈と構造的に

相似しているあるいはしていないと把握するプロセスについて，まとまつま

かたちでは十分述べてこなかった。そこで最後にこのことについて少し考え

てみたい。

6. r構造的相似性J把握のプロセス(補説)

先ず，省略丈において判断の認識を表わす要素が省略されている場合を考

えてみよう。この場合には，残された要素が直接判断と結び、つくものと把え

られる。次の対話を参照されたい。

(46) A: Did you buy this perfume in Paris. 

B: Yes， o in Paris. 
同 A:Were you already born in 1960 ? 

B :*Yes， o in 1960. 

同Aの聞いにおいて，直接判断と結びつけている要素は inParisであるo

(46)Bにおいては，inParisが残っているが，これが判断と直接結びついてい

る要素と把握される。なぜなら，問う者は答える者にある判断を要求してい

るのであり，答えの中にその判断の手がかりを見出さなければならない。そ

して，答えの中に判断を表わす要素が省略されている場合は，残された要素

について直接判断がなされていると把えざるを得ないのである。こうして(46)

Bでは，in Parisに対しての肯定判断がなされていると把えられ，きらに先

行文脈から inParisの前提であるより非限定的な要素を逆にたどることが

可能となり，聞いの丈と構造的に相似していることを確認できるものと思わ
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れる。一方(幼Aが，already bornを直接対象とした肯定もしくは否定の判断

を要求しているのに対して，間Bは，in 1960を残しており，これを直接対

象とした肯定判断と把えられ，同Aと同Bが構造的に相似していない，すな

わち，聞いに対する答えとしては不適格であると把えられるのである。

次に，判断の認識を表わす要素が残されている場合を考えてみよう。ここ

では，二つの場合を考えてみる。先ず，判断を表わす要素と，それと形式的

に直接結びついている述部要素がいっしょに残きれて，他の要素(主語を除

く)が省略きれている場合である。この場合には，先行文脈において判断が

どの要素と直接結び、ついていたかに関わらず，その述部要素が直接判断と結

びつけられて把握されると思われる。次の対話を参照されたい。

は8) A:羽Tereyou robbed in Tokyo ? 

B: Yes， 1 was robbed o. 
側 A:Were you robbed in Tokyo ? 

B : *Yes， 1 was robbed o. 

同Aあるいは附Aにおいて，判断を表わす要素 ωereとrobbedは形式的に

結びついているが，制Aは， ["強盗にあったかあわなかったかjを問うており，

内容的にも robbedとwereは直接結びついているが，側Aの方は「強盗に

あったのは東京でなのか東京でではないのか」を問うていて，内容的には

wereは Tokyoと結びついている。ところが(48)BとはめBにおいては，in Tokyo 

が省略されており，その場合，wereとrobbedとは形式的にも内容的にも直

接結びつけられる。すなわち，いずれの場合も robbedについて直接判断がな

されていると把えられる。こうして，側Bの場合は，robbedについての肯定

判断がなされていると把握きれ，さらに，先行文脈によりその前提となって

いる要素をたどって，同Aと構造的に相似していると把握できるのである。

一方側Aと構造的に相似していないことが理解できるのである。

次に，判断の要素と，それとは形式的には結び、ついていない要素がいっしょ

に残きれている場合である。この場合には，判断の要素は先行文脈の判断と

対応していると把握きれると考えられる。次の対話を参照されたい。
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(5的 A: Did you find this letter on the front lawn ? 

B: Yes， 1 did. 

(51) A: Did you stay in a hotel in Paris ? 

B: N 0， not in Paris. 

(50)Aにおいては，on the jヤontlawnが判断に直接結びっく要素である。 (50)

Bでは， didがAとの関連で， Aの didに対応した要素であると把握され，さ

らにこの肯定判断の前提となった要素をたどることができて， Aと構造的に

相似していると把えられるのである。一方(51)Aにおいては，stay in a hotel 

が直接判断に結び、っく要素である。次に(51)Bを見ると，否定判断を表わす not

が表現されており，これがAの判断と対応したものと把握きれ，さらにそれ

に結びついている前提となった要素をたどることができて， Aと構造的に対

応していることが認識できるのである。

以上，前節までの考察の補説として， どのように「構造的相似性J如何を

把握できるのかを考えてきたが，この「構造的相似性Jという概念が，対話

以外の他の談話における談話法的省略現象に適用できるか否かは今後の研究

課題としたい。

(昭和 59年 5月 18日 受理)

(註)

1 )この分野の研究動向については，寺津(1983)，井上(1983)，及び、T.Givon(ed. 1979) 

pp. xiii-x xを参照されたい。

2 )寺津 (1983)は，次の三つのタイプの言語事象の研究の必要性を述べている。 (pp.

118-119) 

a 一文を対象とするだけで充分に説明可能な言語事象

b.一文を対象とすることで今まで一見説明可能であると考えられていたが，実際は，

一文を越えた文連結，旦日ち，談話を対象としなければ，妥当な説明が与えられない言

語事象

c 一文を対象としているだけでは，問題とされ得なかった言語事象

3)この原則は， Kuno (1978 a)において初めて提案されている。

4 )以下， Speaker AをたんにA，Speaker BをたんにBとする。
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5)久野 (1978b)， pp.15-16. 

6) ibid.， pp. 17 -19. 

7) ibid.， p. 39 

8) ibid.， pp. 39-41. 

9) Kuno (1980)， p. 126. 

10) ibid.， p. 126. 

11) Kuno (1982)， p. 37. 

12) ibid.， p. 38. 

13)具体的な例文の考察に関しては，Kuno (1982)， p.39及び久野(1983)，pp.118-120 

を参照きれたい。

14) この点に関して Kuno(1982)は次のように述べている。

.. .the part of an answer that corresponds to the focus of the question is the most 

important part of the sentence. (p. 38) 

15) Kuno (1982)， p.40及び久野 (1983)，pp. 120ー 121.

16) Kuno (1982)， p. 41 

17) この対話例は， Kuno (1982)， p.43の聞の例を，説明を簡潔にするために短かくま

とめたものである。

18) Kuno (1982)， pp.43-44及び久野 (1983)，pp.122-124. 

19)久野 (1983)，p. 124. 

19) Kuno (1982)， p. 44 

21)久野 (1983)，p. 122. 

22) この図において，less definiteー→ mo陀 definiteの →は，文中の各要素がより非

限定的なものからより限定的なものへと段階的に構成されていることを示し，さら

に，加ya watchとdidとの間の は，判断の認識と判断の対象とを区別してい

ることを示すものである。今後提示する図においても，これらをこれと同様の意味で

使用していく。

23)英語においては，否定の判断を表現する notと異なり，肯定の判断の認識は必ずしも

表現きれるとは限らないのであるが，たとえ表現きれなくても，そこに肯定判断の認

識が存在することは理解できるのである。なお，判断と表現との関係もさらに厳密に

検討すべき課題であるが，それは別の機会に譲ることにする。

24) Kuno (1982)， pp. 41-42. 

25)久野 (1978b)， pp.31-32 

26)図において，in 1960の右側にある←→( )は，他のものとの対比的認識を表

わしている。

27) Kuno (1982)， pp.44及び久野 (1983)，pp.122-123. 

28) Kuno (1982)， p. 37. 

29) Quirk et. aL (1972)， pp. 582-583， 698-699. 
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対話における談話法的省略の構造について

なお本文の分析に使用した例文は，すべて久野の使用したもの及びそれらをパラフ

レーズしたものである。
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